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88,400
133,400 1

（会社員）
配偶者

令和6年度からは、別に森林環境税（国税）として、1,000円が課税されます。

1,500
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　平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から
控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

　平成21年から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減

税制度（住宅借入金等特別控除）を受けた方で、所得税において控除しきれ

なかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が

適用されます。
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ご覧ください。

した。

お問い合わせが多い
ご質問など（国税庁）

相談窓口
一覧表（国税庁）
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9

または増改築の場合

取得から6カ月以内に、耐震改修を行い取得者本人が自己の居住の用に供したものであること

令和8年3月31日までに取得した場合は3年）

（共同住宅について
は、1区画ごと）

令和8年3月31までの取得に限り1戸につき最高
1,300万円が控除されます。）

新築された時期に応じ、家屋の評価額から次の
額が控除されます。

控除なし
最高100万円
最高150万円
最高230万円
最高350万円

60 0 最高420万円
平成元 3 160 最高450万円

平成元 4 9平成 13 最高1,000万円
平成 9 4 最高1,200万円

新築された時期に応じ、税額から次の額が減額
されます。

最高 3 万円
減額なし

最高 4万５千円
最高 6万9千円
最高10万5千円

56 12 1 最高12万6千円
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特定販売業者（輸入業者）



特定販売業者（輸入業者）



ガソリン自動車、LPG自動車及びハイブリット自動車の場合は、★★★★（平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス
基準75％低減を達成車）に限ります。
ディーゼル自動車の場合は、平成３０年排出ガス基準適合又は平成２１年排出ガス基準適合車に限ります。
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9

ディーゼル自動車

6 7
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（電気自動車を含む）

（電気自動車を含む）
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の作成及び電子納税ができます。

・電子納税
5 4月 の納付方法が拡大し、ダイレクト納付やペイジー

での納付に加え、クレジットカード納付も行うことができるようになりました。

・申請・届出及び納税

・ 県たばこ税の申告・申請・届出及び納税※
・ ゴルフ場利用税の申告・申請・届出及び納税※
・ 税目共通手続（更正の請求等）※
　※ eLTAX対応ソフトウェア「PC desk Next」で電子申告・申請が可能です。

電子
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4

①eLマーク
地方税お支払サイトまたはeL-QR対応
スマートフォンアプリで納税できる目印
です。

②eL番号
地方税お支払サイトにて、eL-QRを読み
取る環境がない場合でも「eL番号でお
支払い」画面から直接入力することで納
税できます。

③eL-QR
地方税お支払サイトまたはeL-QR対応
スマートフォンアプリ等で読み取ること
で納税できます。
また、全国のeL-QR対応金融機関窓口
においても納税できます。

SAMPLE

SAM
PLE
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アプリによっては決済手数料がかかる場合があります。詳しくは各事業者へお問
い合わせください。



4

44

アプリによっては決済手数料がかかる場合があります。詳しくは各事業者へお問
い合わせください。



６

また、令和６年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、前年度及び前々年度に不申告加算
金又は、不申告加算金に代えて課される重加算金を決定すべきと認められる場合は納める税額の10％が加算さ
れます。

また、令和６年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、納めるべき税額が300万円を超える
ときは、その超える分の税額の15％が加算されます。

なお、
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